
（別紙様式4）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属す

る部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名

称及び所在地
法人番号

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職

の役員

の数

備考

情報提供業務 支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　服部　真樹

海上保安庁

東京都千代田区霞が関２－１－３

R7.4.1

株式会社時事通信社

東京都中央区銀座五丁目１５番８号

7010001018703
本件は、海上保安庁で使用する中央官庁・地方自治体ニュースやリアルタイムの政治・社会

ニュース、中央官庁等の人事等の情報を集約した情報の提供サービスを受けるものである。

海上保安庁が行政目的を達成するために必要不可欠な特定の情報を提供することが可能

なのは請負業者のみのため随意契約を締結したもの。

1,188,000 1,188,000 100.00%

会計法第29条の3第4項

予算決算及び会計令第102条の4第1項第3号

通信回線（C-ADESS用）提供業務 支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　服部　真樹

海上保安庁

東京都千代田区霞が関２－１－３

R7.4.1

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

東京都千代田区大手町２丁目３番１号

7010001064648 本件は、防災気象情報等の相互交換を海上保安庁と気象庁間で行うため、これらに係る

データ交換を行うデジタル通信専用線の接続業務、回線提供及び保守に関する役務業務

を行うものである。

同システム回線業務の提供を請負業者が契約中であり、時価に比べ著しく有利な価格を

もって契約されることから随意契約を締結したものである。

3,326,136 3,326,136 100.00%

会計法第29条の3第4項

予算決算及び会計令第102条の4第1項第4号 ロ

入退室管理システム借入保守 支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　服部　真樹

海上保安庁

東京都千代田区霞が関２－１－３

R7.4.1

ＮＸ・ＴＣリース＆ファイナンス株式会社

東京都港区東新橋１丁目５番２号

7010401157737 本件は、情報システムのセキュリティ対策の一環として、要管理対策区域に出入りする者の入

退室許可情報・入退室状況等を簡易かつ確実に管理するための機器であるが、借入期間

満了にあたり、同装置を継続使用することで、新たに据え付け調整することに比べ著しく有利

な価格をもって契約できることから随意契約を締結したものである。

1,557,000 1,556,280 99.95%

会計法第29条の3第4項

予算決算及び会計令第102条の4第1項第4号 ロ

巡視船衛星高速データ伝送装置(VSAT)用

衛星通信回線接続業務(4回線）

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　服部　真樹

海上保安庁

東京都千代田区霞が関２－１－３

R7.4.1

スカパーＪＳＡＴ株式会社

東京都港区赤坂１丁目８番１号

7010401072259
本件は、携帯圏外における船上通信手段による高速大容量衛星通信回線の回線接続業

務であるが、同回線は令和5年度に巡視船専用として請負業者により設計構築されたもので

ある。同回線接続業務の提供を請負業者が契約中であり、他社が新たに設計構築を行うよ

りも著しく有利な価格をもって契約できることから随意契約を締結したものである。

20,328,000 20,328,000 100.00%

会計法第29条の3第4項

予算決算及び会計令第102条の4第1項第4号 ロ

海図（全）4,150枚ほか45点買入（単価

契約）

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　服部　真樹

海上保安庁

東京都千代田区霞が関２－１－３

R7.4.1

一般財団法人日本水路協会

東京都品川区北品川4-7-35　御殿山トラス

トタワー16階

7010805001912 本件は、当庁が刊行する海図、特殊図、航空図、水路誌及び特殊書誌(以下「海図等」と

いう)の買入であるが、海図等の複製頒布業務は、公募により業者を選定しており、選定され

た業者からでなければ買入できないため、契約の性質若しくは目的が競争を許さないことから

随意契約を締結したものである。

8,236,433 8,232,933 99.95% 単価契約

会計法第29条の3第4項

予算決算及び会計令第102条の4第1項第3号

音響音声分析装置１式借入 支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　服部　真樹

海上保安庁

東京都千代田区霞が関２－１－３

R7.4.1

応用リソースマネージメント株式会社

東京都文京区小石川１丁目１番１７号

3010001078949 本件は、当庁で使用している分析用の鑑定機器の借入・保守であるが、現存機器を継続し

て利用することにより、現請負業者と引き続き契約すれば、据付調整や機器の準備等が不

要となり、他の業者と契約した場合より著しく有利な価格をもって契約できることから随意契約

を締結したものである。

869,880 869,880 100.00% 単価契約

会計法第29条の3第4項

予算決算及び会計令第102条の4第1項第4号 ロ

高速液体クロマトグラフ４式借入保守 支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　服部　真樹

海上保安庁

東京都千代田区霞が関２－１－３

R7.4.1

東京センチュリー株式会社

東京都千代田区神田練塀町３番地

6010401015821
本件は、当庁で使用している分析用の鑑定機器の借入・保守であるが、現存機器を継続し

て利用することにより、現請負業者と引き続き契約すれば、新規機器の移行作業及び据付

調整等が不要となり、他の業者と契約した場合より著しく有利な価格をもって契約できること

から随意契約を締結したものである。

995,984 995,984 100.00%

株式会社島津製作所

京都府京都市中京区西ノ京桑原町１番地

6130001021068 会計法第29条の3第4項

予算決算及び会計令第102条の4第1項第4号 ロ

海洋状況表示システムの管理 支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　服部　真樹

海上保安庁

東京都千代田区霞が関２－１－３

R7.4.1

株式会社海洋先端技術研究所

東京都中野区本町２丁目２９番１２号

9011201001117 本件は、当庁で使用している海洋状況表示システムの管理であるが、現存システムを継続し

て利用することにより、現請負業者と引き続き契約すれば、新規機器の移行作業及び構築

後の動作確認等が不要となり、他の業者と契約した場合より著しく有利な価格をもって契約

できることから随意契約を締結したものである。

60,500,000 60,500,000 100.00%

会計法第29条の3第4項

予算決算及び会計令第102条の4第1項第4号 ロ

公 共 調 達 の 適 正 化 に つ い て （ 平 成 １ ８ 年 ８ 月 ２ ５ 日 付 財 計 第 2017 号 ） に 基 づ く 随 意 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表 （ 物 品 役 務 等 ）

及 び 公 益 法 人 に 対 す る 支 出 の 公 表 ・ 点 検 の 方 針 に つ い て （ 平 成 ２ ４ 年 ６ 月 １ 日 行 政 改 革 実 行 本 部 決 定 ） に 基 づ く 情 報 の 公 開



（別紙様式4）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属す

る部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名

称及び所在地
法人番号

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職

の役員

の数

備考

公 共 調 達 の 適 正 化 に つ い て （ 平 成 １ ８ 年 ８ 月 ２ ５ 日 付 財 計 第 2017 号 ） に 基 づ く 随 意 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表 （ 物 品 役 務 等 ）

及 び 公 益 法 人 に 対 す る 支 出 の 公 表 ・ 点 検 の 方 針 に つ い て （ 平 成 ２ ４ 年 ６ 月 １ 日 行 政 改 革 実 行 本 部 決 定 ） に 基 づ く 情 報 の 公 開

海上保安庁行政情報システムサーバ賃貸借・

保守

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　服部　真樹

海上保安庁

東京都千代田区霞が関２－１－３ R7.4.1

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

東京都千代田区大手町２丁目３番１号

7010001064648 本件は、海上保安庁の行政情報システムサーバーの賃貸借及び保守に関する調達である

が、同システムの資機材の借入及び保守業務については、現在、特定の請負業者が履行中

である。

本システムサーバーは、既に調達済みのシステムと連接して運用する必要があるため、一貫し

た保守・運用体制の確保が求められる。そのため、当該業務を別の事業者に履行させた場

合、既存システムとの連携に支障をきたし、運用に重大な影響を及ぼすおそれがあるため、随

意契約を締結したものである。

106,656,000 106,656,000 100.00%

会計法第29条の3第4項

国の物品または特定役務の調達手続きの特例を定める政令第12条第1項第2号

SIPサーバ等の賃貸借・保守 支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　服部　真樹

海上保安庁

東京都千代田区霞が関２－１－３

R7.4.1

沖電気工業株式会社

東京都港区虎ノ門１丁目７番１２号

7010401006126 本件は、当庁で使用しているSIPサーバ等の賃貸借・保守であるが、現存機器を継続して利

用することにより、現請負業者と引き続き契約すれば、現用機器の入替え、設定内容調査や

作業設備が不要となり、他の業者と契約した場合より著しく有利な価格をもって契約できるこ

とから随意契約を締結したものである。

7,567,824 7,567,824 100.00%

株式会社ＪＥＣＣ

東京都千代田区丸の内３丁目４番１号

2010001033475

会計法第29条の3第4項

予算決算及び会計令第102条の4第1項第4号 ロ

工事材料品保管（単価契約） 支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　服部　真樹

海上保安庁

東京都千代田区霞が関２－１－３
R7.4.1

株式会社ＩＭＣ

東京都港区芝浦４丁目１３番２３号

4010401048591 本件は、巡視船艇及び測量船用の工事材料品を保管するものであるが、前年度の保管契

約期間満了にあたり修理で使用する工事材料品の継続保管について、新たな保管場所に

保管品を移送することに比べ著しく有利な価格をもって契約されることから随意契約を締結し

たものである。
973,500 973,434 99.99%

会計法第29条の3第4項

予算決算及び会計令第102条の4第1項第4号 ロ

船艇用工事材料品保管（単価契約） 支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　服部　真樹

海上保安庁

東京都千代田区霞が関２－１－３

R7.4.1

三菱倉庫株式会社

東京都中央区日本橋１丁目１９番１号

8010001034947 本件は、巡視船艇及び測量船用の工事材料品を保管するものであるが、前年度の保管契

約期間満了にあたり修理で使用する工事材料品の継続保管について、新たな保管場所に

保管品を移送することに比べ著しく有利な価格をもって契約されることから随意契約を締結し

たものである。

2,541,000 2,541,000 100.00%

会計法第29条の3第4項

予算決算及び会計令第102条の4第1項第4号 ロ

搭載艇用揚卸装置部品一式保管（単価契

約）

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　服部　真樹

海上保安庁

東京都千代田区霞が関２－１－３

R7.4.1

株式会社関ヶ原製作所

岐阜県不破郡関ヶ原町２０６７

4200001014710 本件は、巡視船艇及び測量船用の工事材料品を保管するものであるが、前年度の保管契

約期間満了にあたり修理で使用する工事材料品の継続保管について、新たな保管場所に

保管品を移送することに比べ著しく有利な価格をもって契約されることから随意契約を締結し

たものである。

2,216,280 2,216,280 100.00%

会計法第29条の3第4項

予算決算及び会計令第102条の4第1項第4号 ロ

巡視船衛星高速データ伝送装置(VSAT)用

衛星通信回線接続業務(19回線）

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　服部　真樹

海上保安庁

東京都千代田区霞が関２－１－３

R7.4.1

株式会社日本デジコム

東京都中央区日本橋茅場町２丁目１－１

7010001063732 本件は、携帯圏外における船上通信手段による高速大容量衛星通信回線の回線接続業務である

が、同回線は令和5年度に巡視船専用として請負業者により設計構築されたものである。同回線接

続業務の提供を請負業者が契約中であり、他社が新たに設計構築を行うよりも著しく有利な価格を

もって契約できることから随意契約を締結したものである。

63,794,000 63,794,000 100.00%

会計法第29条の3第4項

予算決算及び会計令第102条の4第1項第4号 ロ

VHF無線試験機据付業務 支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　服部　真樹

海上保安庁

東京都千代田区霞が関２－１－３

R7.4.1

尾道造船株式会社

兵庫県神戸市中央区江戸町１０４番地

1140001006741 本件は当庁がVHF無線試験機の設置を行うものであるが、同機器を設置する船舶は海上

保安庁が協力を依頼した民間船舶であり、協力の条件として民間船舶の入渠時期に指定さ

れた業者により設置することとされているため、契約の性質若しくは目的が競争を許さないこと

から随意契約を締結したものである。

1,298,000 1,298,000 100.00%

会計法第29条の3第4項

予算決算及び会計令第102条の4第1項第3号

警備救難業務補助装置開発等作業 支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　服部　真樹

海上保安庁

東京都千代田区霞が関２－１－３

R7.4.1

株式会社ＩＨＩジェットサービス

東京都昭島市拝島町３９７５番地１８

5012801007003 本件は、過去に請負業者と開発したプログラムに機能追加及び機能向上を実施するもので

あるが、請負業者以外の者と契約すると同プログラムの開発結果を活用することができなくな

り、既調達物品等の使用に著しい支障が生じるおそれがあることから随意契約を締結したもの

である。

54,989,999 54,860,300 99.76%

会計法第29条の3第4項

国の物品または特定役務の調達手続きの特例を定める政令第12条第1項第2号



（別紙様式4）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属す

る部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名

称及び所在地
法人番号

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職

の役員

の数

備考

公 共 調 達 の 適 正 化 に つ い て （ 平 成 １ ８ 年 ８ 月 ２ ５ 日 付 財 計 第 2017 号 ） に 基 づ く 随 意 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表 （ 物 品 役 務 等 ）

及 び 公 益 法 人 に 対 す る 支 出 の 公 表 ・ 点 検 の 方 針 に つ い て （ 平 成 ２ ４ 年 ６ 月 １ 日 行 政 改 革 実 行 本 部 決 定 ） に 基 づ く 情 報 の 公 開

事業用操縦士資格取得研修（飛行機・陸

上単発）

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　服部　真樹

海上保安庁

東京都千代田区霞が関２－１－３

R7.4.1

株式会社アルファーアビエィション

東京都港区三田三丁目１番４号

1010401073790 本件は、海上保安庁職員の資格取得のために実施する研修であるが、本研修は昨年度か

らの継続であり、他の業者と契約になった場合、研修で使用する機体や空域が異なることか

ら、研修員の訓練機体及び空域の変更に対する慣熟訓練が必要となり、訓練期間の増加

及び費用がかかることから、他者に比べ著しく有利な価格をもって契約できることから随意契約

を締結したものである。

6,884,460 6,884,460 100.00%

会計法第29条の3第4項

予算決算及び会計令第102条の4第1項第4号 ロ

海上保安レポート2025 3,100部ほか1点買

入

支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　服部　真樹

海上保安庁

東京都千代田区霞が関２－１－３

R7.4.1

日経印刷株式会社

東京都千代田区飯田橋２丁目１６番２号

7010001025732 本件は海上保安レポートの調達を行うものであるが、海上保安レポートの作成は作業の特殊

性から出版業者を公募により選定している。選定の結果、出版社は請負業者に決定してお

り、著作権も請負業者が保有していることから契約の性質又は目的が競争を許さない場合に

該当するため随意契約を締結したものである。

4,220,000 4,183,300 99.13%

会計法第29条の3第4項

予算決算及び会計令第102条の4第1項第3号

移動体端末用通信回線接続業務 支出負担行為担当官

海上保安庁総務部長　服部　真樹

海上保安庁

東京都千代田区霞が関２－１－３

R7.4.1

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

東京都千代田区大手町２丁目３番１号

7010001064648
本件は、在宅勤務時における通信回線の回線接続業務であるが、同回線接続業務の提供

を請負業者が契約中であり、他社が新たに設計構築を行うよりも著しく有利な価格をもって

契約できることから随意契約を締結したものである。

9,939,072 9,939,072 100.00%

会計法第29条の3第4項

予算決算及び会計令第102条の4第1項第4号 ロ



（別紙様式4）

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所属す

る部局の名称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名

称及び所在地
法人番号

随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由

（企画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職

の役員

の数

備考

公 共 調 達 の 適 正 化 に つ い て （ 平 成 １ ８ 年 ８ 月 ２ ５ 日 付 財 計 第 2017 号 ） に 基 づ く 随 意 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表 （ 物 品 役 務 等 ）

及 び 公 益 法 人 に 対 す る 支 出 の 公 表 ・ 点 検 の 方 針 に つ い て （ 平 成 ２ ４ 年 ６ 月 １ 日 行 政 改 革 実 行 本 部 決 定 ） に 基 づ く 情 報 の 公 開


